
 

 

 

付 議 第 １ 号 

 

 

教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則議案 

 

 

 教育職員免許状に関する規則（昭和44年高知県教育委員会規則第５号）の一

部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

  (３) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 委 員 会 規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。  

令 和  年  月  日  

高 知 県 教 育 長  長 岡  幹 泰  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 4 4年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 第 2 0条 」 及 び 「 、 教 員 免 許 更 新 制 に 関 す る 規 則 （ 平

成 2 1年 高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ５ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 」 を 削

る 。  

第 ３ 条 第 １ 項 中 「 次 の 表 の 」 を 「 次 の 表 に 定 め る 」 に 改 め 、 同

項 の 表 中 「 第 1 0 2条 の 」 を 「 （ 昭 和 2 2年 文 部 省 令 第 1 1号 ） 第 1 0 2条

の 規 定 に よ る 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「 教 科 」 を 「 第 １ 項 の 表 に

お け る 教 科 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 第 ４ 項 中 「 第 1 6条 の ２ 第 １ 項 」 を 「 第 1 6条 第 １ 項 」 に 改

め 、 同 条 第 ５ 項 第 ３ 号 中 「 国 立 養 護 教 諭 養 成 所 設 置 法 」 を 「 国 立

学 校 設 置 法 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 昭 和 5 5年 法 律 第 1 4号 ） 第

２ 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 国 立 養 護 教 諭 養 成 所 設 置 法 」 に 改 め

る 。  

第 ５ 条 第 １ 項 中 「 第 ５ 条 第 ６ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 ５ 項 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 中 「 第 ５ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 ２ 項 」 に 改 め る 。  

第 2 8条 第 １ 項 中 「 第 ５ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、

同 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 第 ５ 条 第 ６ 項 」 を 「 第 ５ 条 第 ５ 項 」 に 改 め

る 。  

別 記 第 １ 号 様 式 中  

「  
   

高 知 県 収 入  

証    紙  
 

」     
を  

「  
  

高 知 県 収 入 証 紙

貼 り 付 け 箇 所  

」    
に 、  

「 ﾌﾘ  ｶﾞﾅ 

氏  名               ㊞ 」  

を  

「 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏  名                」  

に 改 め る 。  
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別 記 第 ２ 号 様 式 中  

「 氏   名                   ㊞ 」  

を  

「           氏 名            」  

に 改 め る 。  

別 記 第 ３ 号 様 式 中  

「  証 明 者 職 ・ 氏 名 」  

を  

「 証 明 者  職 ・ 氏 名 」  

に 改 め る 。  

別 記 第 ４ 号 様 式 中  

「 証 明 者 住 所  

職 ・ 氏 名   」  

を  

「 証 明 者  住 所  

職 ・ 氏 名 」  

に 改 め る 。  

別 記 第 ５ 号 様 式 中  

「  証 明 者 職 ・ 氏 名 」  

を  

「 証 明 者  職 ・ 氏 名 」  

に 改 め る 。  

別 記 第 ６ 号 様 式 の ２ 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

別 記 第 ７ 号 様 式 及 び 別 記 第 ８ 号 様 式 中  

「  
   

高 知 県 収 入  

証    紙  
 

」     
を  

「  
  

高 知 県 収 入 証 紙

貼 り 付 け 箇 所  

」    
に 、  

「 ﾌﾘ  ｶﾞﾅ 

氏  名               ㊞ 」  

を  

「 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 

氏  名                」  

に 改 め る 。  

別 記 第 ８ 号 様 式 の ２ 中  

「  
   

高 知 県 収 入  

証 紙  
 

」     
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を  

「  
  

高 知 県 収 入 証 紙

貼 り 付 け 箇 所  

」    
に 改 め 、 「 ㊞ 」 を 削 る 。  

別 記 第 ９ 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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第９号様式（第13条関係） 

免許教科外の教科教授担任許可申請書 

 

年  月  日 

 

高知県教育委員会 様 

 

設置者 

所在地 

学校名 

学校長 

 

教育職員免許法附則第２項の規定により、免許教科外の教科教授担任の許可について担

任教諭と連署のうえ下記のとおり申請します。 

 

記 

 

免許教科外担任者及び教科 

教諭の職名及び氏名 

免許教科外の担任 

担任理由 
教科 

週担任時
間数 担任期間 

   
年 月 日から 

年 月 日まで 
 

     

     

     

 

担任しようとする教諭の履歴等 

氏名 最終学歴 
教職経
験年数 

所有免許状 
備考 

種類 教科 
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学級編制 

生徒数及び学級数 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 計 

生
徒
数 

男      

女      

計      

学級数      

 

免許教科別教員数 

教科 

免許
状所
有者
数 

免許教科担
任 

免許外教科
担任 

教科 

免許
状所
有者
数 

免許教科担
任 

免許外教科
担任 

教科
担任
者数 

週担
任時
間数 

教科
担任
者数 

週担
任時
間数 

教科
担任
者数 

週担
任時
間数 

教科
担任
者数 

週担
任時
間数 

            

            

            

            

注 全日制・定時制別及び本校・分校別に申請すること。 

 



4 
6  

別 記 第 1 1号 様 式 中  

「         届 出 者 職 ・ 氏 名     □印   」 

を  

「 届 出 者  職 ・ 氏 名               」  

に 改 め る 。  

別 記 第 1 2号 様 式 中  

「                        

 

                      」  

を  

「    

 

」  

に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則  

◎ 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

有 効 期 間 の 満 了 の 日
 

年   月   日
 

備 考
 

備 考
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教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則議案説明 

 

１ 改正の理由 

（１）教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の施行（第

１条、及び別記第12号様式） 

令和４年５月18日に教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正

する法律（令和４年法律第40号）が公布され、令和４年７月１日から施行

されることに伴い、教育職員免許法の一部が改正され、普通免許状及び特

別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定が削除さ

れることとなる。 

このため、本県の教育職員免許状に関する規則に規定する、教育職員免

許法の改正内容を反映するため、所要の改正を行うものである。 

（２）押印廃止（別記第１号様式、別記第２号様式、別記第６号様式の２から

別記第９号様式及び別記第11号様式） 

行政手続における押印の見直しに伴い、様式の押印廃止を行うものであ

る。 

（３）その他必要な表記の整理（第１条、第３条第１項、同項の表、第３条第

３項、第４条第４項、第４条第５項第３号、第５条第１項、第５条第２

項、第28条第１項、第28条第２項第１号、別記第１号様式、別記第３号様

式、別記第４号様式、別記第５号様式、別記第７号様式、別記第８号様

式、別記第８号様式の２、別記第９号様式） 

 

２ 改正の内容 

（１）普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定の削除に伴い、「、教

員免許更新制に関する規則（平成21年高知県教育委員会規則第５号）に定

めるもののほか」を削る（第１条）。 

（２）免許法第８条第１項中「、免許状の有効期間の満了の日」の削除に伴

い、改正する（別記第12号様式）。 

（３）押印廃止に伴い、改正する（別記第１号様式、別記第２号様式、別記第

６号様式の２から別記第９号様式及び別記第11号様式）。 

（４）表記を整理する（第１条、第３条第１項、同項の表、第３条第３項、第

４条第４項、第４条第５項第３号、第５条第１項、第５条第２項、第28条

第１項、第28条第２項第１号、別記第１号様式、別記第３号様式、別記第 
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４号様式、別記第５号様式、別記第７号様式、別記第８号様式、別記第８

号様式の２、別記第９号様式）。 

 

３ 施行期日 

令和４年７月１日から施行する。 



新      旧      対      照      表 

新 

教育職員免許状に関する規則（抜粋） 

 

旧 

教育職員免許状に関する規則（抜粋） 

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の規

定に基づき、高知県教育委員会（以下「授与権者」という。）が

授与する教育職員免許状（以下「免許状」という。）に関し必要

な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第20

条の規定に基づき、教員免許更新制に関する規則（平成21年高知

県教育委員会規則第５号）に定めるもののほか、高知県教育委員

会（以下「授与権者」という。）が授与する教育職員免許状（以

下「免許状」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（教科） （教科） 

第３条 施行法第２条第２項の規定に基づき定める教科は、次の表

に定めるとおりとする。 

第３条 施行法第２条第２項の規定に基づき定める教科は、次の表

のとおりとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 

略 略 略 

第25号 

（学校教育法施行規則（昭和22

年文部省令第11号）第102条の

規定による場合に限る。） 

教育成績が良好な旨

の実務証明責任者の

証明のある教科 

 

 

第１欄 第２欄 第３欄 

略 略 略 

第25号 

（学校教育法施行規則第102条

の場合に限る。） 

教育成績が良好な旨

の実務証明責任者の

証明のある教科 

 

 

２ 略 ２ 略 

３ 第１項の表における教科に関する出身学校長の証明は、学業成

績証明書によるものとする。 

３ 教科に関する出身学校長の証明は、学業成績証明書によるもの

とする。 

（免許法による免許状授与の出願） （免許法による免許状授与の出願） 

第４条 略 第４条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

参
考
資
料
２
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４ 免許法第16条第１項の規定により普通免許状の授与を願い出る

者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。 

４ 免許法第16条の２第１項の規定により普通免許状の授与を願い

出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならな

い。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

５ 免許法附則第11項の規定により養護教諭の二種免許状又は保健

の教科について中学校教諭の二種免許状の授与を願い出る者は、

次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。 

５ 免許法附則第11項の規定により養護教諭の二種免許状又は保健

の教科について中学校教諭の二種免許状の授与を願い出る者は、

次に掲げる書類を授与権者に提出しなければならない。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３)国立学校設置法の一部を改正する等の法律（昭和55年法律第

14号）第２条の規定による廃止前の国立養護教諭養成所設置法

（昭和40年法律第16号）による国立養護教諭養成所の卒業証明

書 

(３) 国立養護教諭養成所設置法（昭和40年法律第16号）による

国立養護教諭養成所の卒業証明書 

(４) 略 (４) 略 

第５条 免許法第６条第１項から第３項までの別表第３から別表第

８まで若しくは免許法附則第９項、第17項若しくは第18項又は免

許法第５条第５項の規定により教育職員検定による免許状の授与

を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければな

らない。 

第５条 免許法第６条第１項から第３項までの別表第３から別表第

８まで若しくは免許法附則第９項、第17項若しくは第18項又は免

許法第５条第６項の規定により教育職員検定による免許状の授与

を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しなければな

らない。 

(１)～(５) 略 (１)～(５) 略 

２ 免許法第５条第２項の規定により教育職員検定による特別免許

状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しな

ければならない。 

２ 免許法第５条第３項の規定により教育職員検定による特別免許

状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を授与権者に提出しな

ければならない。 

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略 

（特別免許状等の様式） （特別免許状等の様式） 

第28条 免許法第５条第２項の規定による特別免許状の様式は、別 第28条 免許法第５条第３項の規定による特別免許状の様式は、別

1
0
 



記第12号様式とする。 記第12号様式とする。 

２ 次の各号に掲げる臨時免許状の様式は、当該各号に定めるとお

りとする。 

２ 次の各号に掲げる臨時免許状の様式は、当該各号に定めるとお

りとする。 

(１) 免許法第５条第５項の規定による免許状 別記第13号様式 (１) 免許法第５条第６項の規定による免許状 別記第13号様式 

(２)・(３) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)・(３) 略 

1
1
 



第１号様式（第４条―第９条関係） 第１号様式（第４条―第９条関係） 

 

 

 

1
2
 



第２号様式（第４条―第10条関係） 第２号様式（第４条―第10条関係） 

  

1
3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
 



第３号様式（第４条、第５条、第６条、第７条、第９条関係） 第３号様式（第４条、第５条、第６条、第７条、第９条関係） 

  

1
5
 



第４号様式（第５条、第６条、第９条関係） 第４号様式（第５条、第６条、第９条関係） 
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第５号様式（第５条、第６条、第10条関係） 第５号様式（第５条、第６条、第10条関係） 

 

 

 

 

1
7
 



第６号様式の２（第５条の２関係） 第６号様式の２（第５条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

1
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第７号様式（第10条関係） 第７号様式（第10条関係） 
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第８号様式（第12条関係） 第８号様式（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
 



第８号様式の２（第12条関係） 第８号様式の２（第12条関係） 

 

 

 

2
1
 



第９号様式（第13条関係） 第９号様式（第13条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
 



 

 

 

 

 

 

 

2
3
 



第11号様式（第13条の２関係） 第11号様式（第13条の２関係） 

  

届出者 職・氏名 

2
4
 



第12号様式（第28条関係） 第12号様式（第28条関係） 

 

 

 

2
5
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国

(1)教員育成指標の策定 (3)教員研修計画
の策定(毎年度）

任命権者

(2)研修等に関する記録

参酌

新たな研修制度イメージ

指導助言者は、(1)～(3)に基づき、
・校長及び教員からの相談対応、
・資質の向上の機会に関する情報提供
・資質の向上に関する指導助言 を行う※３。

教職員支援機構、大学等

指導助言者の求めに応じ、資質の向上の
機会に関する情報の提供等

研修実施者

①任命権者は、校長及び教員ごとに研修等に関する記録を作成しなければならない。

②指導助言者※２は、校長及び教員に対し資質の向上に関する指導助言等を行うものとす
る。その場合に、校長及び教員の資質の向上に関する指標及び教員研修計画を踏まえ
るとともに、①の記録に係る情報を活用する。

③指導助言者は、独立行政法人教職員支援機構（ＮＩＴＳ）や大学等に情報の提供等の協
力を求めることができることとする。

④教員研修計画に、資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項を加える。

教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律の概要

校長及び教員の資質の向上のための施策をより合理的かつ効果的に実施するため、公立の小学校等の校長及び教員の任命権者等による研
修等に関する記録の作成並びに資質の向上に関する指導及び助言等に関する規定を整備し、普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規
定を削除する等の措置を講ずる。

趣 旨

概 要

＜記録の範囲＞
・研修実施者※１が実施する研修
・大学院修学休業により履修した大学院の課程等
・任命権者が開設した認定講習及び認定通信教育による単位の修得
・その他任命権者が必要と認めるもの

１．研修記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等（教育公務員特例法の一部改正）

２．普通免許状及び特別免許状の更新制に関する規定の削除等（教育職員免許法の一部改正）

①普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除する。

②施行の際現に効力を有し、改正前の規定により有効期間が定められた普通免許状及び特別免許状には、施行日以後は有効期間の定め
がないものとする等の経過措置を設ける。

令和４年７月１日（１．の規定は令和５年４月１日）

施行期日

①普通免許状を有する者が他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めること
ができる勤務経験の対象を拡大する。

②主として社会人を対象とする教職特別課程（普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位を修得させるために大学が設置する修
業年限を１年とする課程）について、修業年限を１年以上に弾力化する。

３．その他（教育職員免許法の一部改正）

※１ 研修実施者は中核市の県費負担教職員の場合は中核市教育委員会、その他の校長及び教員の場合は原則任命権者。
※２ 指導助言者は県費負担教職員の場合は市町村教育委員会、その他の校長及び教員の場合は任命権者。

教師の資質向上に関する指針

※３ 教員への指導助言等は、教育委員会の指揮監督に服する校長等が実施することを想定。
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